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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に係る不正受給事案の公表について 

 

京都労働局（局長：赤松 俊彦）は、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金（以下

「給付金」という。）を不正に受給した事案について、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応す

るための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則（令和２年６月12日厚生労働省令第125

号。以下「臨時特例法施行規則」という。）第５条の規定に基づき、下記のとおり公表します。 

 

記 

１ 事業主名等 

（１） 事 業 所 名：パートナーズカンパニー株式会社 

（２） 代表取締役：愛須 靖之（あいす やすゆき） 

（３） 所 在 地：京都市北区大宮西総門口町（現在は移転しています。） 

（４） 事 業 内 容：第一種貨物利用運送業 

 

２ 事案の概要 

 パートナーズカンパニー株式会社の代表取締役 愛須靖之 は、17 名と共謀し、偽りの給与

明細書等を作成するなどしてこれらの者を自ら雇用しているよう見せかけ証明を行い、17 名が

給付金を不正に受給したものです。 

 なお、本件については、京都府警察本部と相談し、対応を協議しているところです。 

 

３ 被害額 

給付金の総額は、１０９，８０５，８６０円 

 

４ 返還及び納付命令 

 京都労働局は、当該不正受給事案について、厳正に対処するため、愛須靖之ほか受給者17名

に対し、受給した給付金１０９，８０５，８６０円のほか、損害賠償金として１５９，５３２，

０３０円を上乗せして、総額２６９，３３７，８９０円（延滞金を除く）の返還・納付を命ずる

こととしています（臨時特例法施行規則第４条）。 
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